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論　　説

　抄　録　現在，多くの企業において，ビジネスの拡大に伴い事業がグローバル化してきている。そ
れに伴い，海外グループ会社に開発機能を持ち，開発行為を国内外で分担している企業も増えてきて
いる。海外に開発拠点を持つ場合，そこで生まれる知的財産の取扱いを決める必要があるが，様々な
組織，事業形態に対応した管理が適切に行われている企業はどれくらいあるだろうか。
　当小委員会では，グローバル拠点における知財予算（知財管理形態）の実態について調査すると共に，
国内本社と海外グループ会社の組織，事業形態を考慮した知財予算のあり方について提言する。

マネジメント第２委員会
第 ３ 小 委 員 会＊
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1 ．	はじめに

現在，事業のグローバル化に伴い，海外グル
ープ会社に開発機能を持たせ，グローバルな商
品開発をしている企業も多くなってきている。

そのような海外の開発拠点で生まれる知的財産
について，様々な組織，事業形態に応じた適切
な管理をすることが求められている。その中で
も，知財活動の原資となる知財予算の管理は，
最も重要であるといっても過言ではない。実際
の各企業の海外開発拠点の知財予算の詳細を把
握することは困難である。しかし，通常，特許
等の知的財産に関する権利の帰属先が，知財予
算を負担，管理していることが多いと考えられ
ることより，当小委員会では，知財権の実質的
な権利帰属等の管理主体を調査することにより，
予算管理の実態を把握し，調査研究を進めるこ
ととした。

2 ．	開発のグローバル化の現状

本研究を進めるにあたり，先ず，国内の様々
な企業の海外グループ会社における開発実態を
調査するために，マネジメント委員会委員の企
業を対象にアンケートを行った。具体的には，
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海外グループ会社等の海外拠点における開発行
為の有無，それら拠点における特許出願の有無，
そして，それら知財権の帰属，各種権限につい
てアンケートを実施した。以下，結果について
述べる。

・アンケート企業の業種について
回答のあった64社の業種を図１に示す。最も
多い業種としては電気機器の業種が多いが，他
業種も多く含まれている。

・アンケート企業の国内出願数について
回答企業の年間日本特許出願件数について図
２に示す。年間100件以上出願している企業が
８割を超えている。

・アンケート企業の知財部員数について
回答企業の知財部員数について図３に示す。
知財部員数30人以上の企業が約７割を占める
結果となっている。

上記の結果から，今回のアンケートに回答し
ていただいた企業は，業種については，電気機
器が３割程度占めるものの，それ以外は，多岐
に渡る業種の企業である。又，知財規模として
は，比較的大きい企業が対象となっていること
が分かった。

・海外開発拠点の有無について
次に，上記対象企業において，海外に開発機

能を有するグループ会社を持つ企業の割合，更
にそれら企業の内，現地で生じた発明について，
特許出願を実施している企業の割合を図４に示
す。

結果，開発機能を持つ海外グループ会社を有
する企業は，全体の約半数（48％）であり，そ
の企業の内，約７割（71％）が特許出願を行っ
ている現状が把握できた。開発機能を持つ海外
グループ会社を有する企業が今回の対象企業の
48％という数字が高いかどうかは，判断に悩む
所であるが，それら企業の７割が，現地で生じ
た発明について特許出願を実施している事から，
開発機能を有する拠点については，国内外，問

図１　アンケート回答企業の業種

図３　アンケート回答企業知財部員数

図２　アンケート回答企業年間出願件数

図４　海外グループ会社の状況
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わず特許出願を積極的に検討していることがわ
かった。
当小委員会では，海外拠点で生まれる知的財

産について，様々な組織，事業形態に応じた適
切な管理のあり方を研究テーマとしている。よ
って今回のアンケート対象中の海外に開発機能
を有するグループ会社を持つ企業（31社）を対
象として分析を進めることとした。

3 ．	国内外拠点の権限等の類型化

当小委員会では，前章で述べた通り，海外拠
点の知財予算の管理実態を把握する上で，海外
拠点で生まれた知財権の「帰属，権限」に対す
る管理主体を代用特性として調査することと
し，アンケートを実施した。ここで，知財権の
「帰属，権限」については，アンケート結果を
まとめるにあたり，　以下のように定義し，ま
とめる事とした。
｢帰属｣ に関しては，海外拠点で発生した特
許権等の権利の帰属（権利者等）を意味し（以
下，「権利帰属」と記す），「権限」については，
それら権利の存続要否の判断権限（以下，「存
続権限」と記す）及び使用・収益のためのライ
センス許諾可否の判断権限（以下，「ライセン
ス権限｣ と記す）とした。
上記「帰属，権限」をまとめるにあたり，そ
の管理主体を明確にするために，その管理形態
を以下に説明する「集約型」「分散型」「ハイブ
リッド型｣の類型に分けてまとめることにした。

・集約型
「権利帰属」，「存続権限」，「ライセンス権限」
のいずれもが国内本社にある類型である（図５）。

・分散型
「権利帰属」，「存続権限」，「ライセンス権限」
のいずれもが海外グループ会社にある類型であ
る（図６）。

・ハイブリッド型
「権利帰属」，「存続権限」，「ライセンス権限」
のすべてが，国内本社もしくは海外グループ会
社に集中していない類型である（図７）。
この類型中には，「権利帰属」，「存続権限」，「ラ

イセンス権限」のいずれもが，国際的に共通使
用される技術は国内本社，地域的に限定使用さ

図５　集約型

図７　ハイブリッド型

図６　分散型
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れる技術は海外グループ会社というように，集
約型要素と分散型要素とを組み合わせてなる場
合も含まれる。
前章で述べた当小委員会の調査対象31社の類

型を調査すると，集約型企業が12社（39％），分
散型企業が15社（48％），ハイブリッド型企業が
４社（13％）という結果であった。次節よりこ
れら各類型の特徴及び課題について考察する。

3．1　集 約 型

（1）特　徴
本類型は，海外グループ会社で発生した知的
財産に関する権利・権限を国内本社に集中さ
せ，一元管理することで，グローバル的に統一
した知財戦略に基づき，事業活動が行われる。
アンケート回答によると，海外グループ会社
を持つ調査対象31社のうち，「権利帰属」，「存
続権限」，「ライセンス権限」の全てが国内本社
にある企業の割合は約４割（12社）であった。

「集約型」企業について，業種の傾向を俯瞰
してみたが，電気機器・精密機器・医薬品・食
料品・サービス業等，様々な業種が含まれてお
り，偏った傾向は見受けられなかった。このこ
とから，業種特有の事情ではなく，各企業にお
ける知財の考え方に応じて，「集約型」を採用
しているものと考えられる。
又，「集約型」企業では，国内本社内におい
て「存続権限」が事業部門や開発部門ではなく，

知財部門にある企業が83％に上った。知財部門
に権限のある企業は，比較的「集約型」を採用
する傾向があると考えられる。

（2）課　題
「集約型」では，海外グループ会社で生じた
知的財産が国内本社に移転されることになるた
め，例えば，国内本社から海外グループ会社に
対して開発委託を行っているような場合は，一
般的に海外グループ会社の知的財産を国内本社
に移転することは難しくないと考えられるが，
開発委託を行っていないような場合は，移転価
格税制の問題が生じると考えられる。
また，各種権限を有している国内本社は，海
外グループ会社に比べて，現地ニーズのような，
各国特有の情報をスムーズに入手するのが難し
くなるため，知的財産の維持管理や活用に対す
る判断が適切に行うことができない場合もある
ものと考えられる。

3．2　分 散 型

（1）特　徴
本類型は，海外グループ会社で生じた知的財
産に関する権利・権限をそのまま海外グループ
会社に残すことで，各国特有のニーズ，環境を踏
まえた知財戦略に基づき，事業活動が行われる。

アンケート回答によると，前述した調査対象
31社のうち，「権利帰属」，「存続権限」，「ライ

図８　「集約型」企業の割合

図９　「分散型」企業の割合
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センス権限」の全てが海外グループ会社にある
企業の割合は約５割（15社）であった。
「分散型」企業について，業種の傾向を俯瞰
してみたところ，電気業界や自動車業界に代表
されるように，一つの製品に対して多数の出願
が行われるような，出願件数の多い企業が該当
する傾向にあった。特に，事業規模が大きく，
多種多様な事業を複数国で展開しているような
企業はその傾向が強かった。
又，「分散型」企業では，国内本社で保有す
る権利についての「存続権限」が事業部門にあ
るのが40％であった。国内本社において，知財
部門ではなく，事業部門に権限のある企業は，
比較的「分散型」を採用する傾向にあると考え
られる。

（2）課　題
「分散型」では，海外グループ会社で生じた
知的財産がそのまま海外グループ会社に残され
ることになるため，グローバルにおける技術力，
知財力が分散してしまう可能性があり，重複開
発等の重複投資が生じてしまうリスクが有ると
考えられる。
また，「分散型」では，海外グループ会社で
生じた知的財産を，第三者に譲渡や実施許諾し
て権利活用するような場合や放棄をする場合に
おいて，国内本社の事業等に影響がないかの確
認が適切に行われず，結果として，グループ全
体の事業収益向上に権利が上手く活用されない
といったリスクもあると考えられる。

3．3　ハイブリッド型

（1）特　徴
本類型は，各企業の事情に応じて，「集約型」
および「分散型」それぞれのメリットが活かせ
るように，「集約型要素｣ と「分散型要素」と
を組み合わせた知財戦略に基づき，事業活動が
行われる。

アンケート回答によると前述した調査対象31
社のうち，「権利帰属」，「存続権限」，「ライセ
ンス権限」のすべてが，国内本社もしくは海外
グループ会社の一方に集中していない企業の割
合は約１割強（４社）であった。

「ハイブリッド型」企業の中には，既に権利・
権限に関する考え方を明確に打ち立てている企
業がある一方，「集約型」，「分散型」を採用し
ている企業が海外グループ会社で生じた権利・
権限に関する課題に対応するため「ハイブリッ
ド型」を志向すべく，「集約型」企業が「分散
型要素」を取り込み，「分散型」企業が「集約
型要素｣ を取り込んでいるものの，その考え方
を明確に打ち立てるまでには至っていない企業
が存在していることが分かった。
権利・権限の考え方を明確に打ち立てている
企業は，海外グループ会社が発明をした早期の
段階で，国内本社が関与し，権利・権限を国内
本社に移すか，あるいは，海外グループ会社に
残したままとするかを協議して決定するという
協定を国内本社と海外グループ会社間で締結す
るという形で集約型要素と分散型要素とを組み
合わせているようである。このような企業では，
国内外におけるグループ全体で必要な権利を必
要な国で適切に確保することができるため，ハ
イブリッド型のメリットをより大きく享受する
ことができていると考えられる。

図10　「ハイブリッド型」企業の割合
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一方，その考え方を明確に打ち立てるまでに
は至っていない企業においては，海外グループ
会社が発明をした早期の段階で，集約・分散の
判断をする体制を構築するのが比較的難しいこ
とを踏まえて，例えば権利を保有する海外グル
ープ会社において当該権利を放棄する前に，国
内本社に対して権利存続の必要性を確認すると
いう形で集約型要素と分散型要素とを組み合わ
せているようである。このような企業では，当
初権利を保有していた海外グループ会社におい
て活用されなくなった権利でも，国内本社や他
の海外グループ会社において活用できる機会が
確保されるため，ハイブリッド型のメリットを
一定程度享受することができるのに加えて，権
利・権限の考え方を打ち立てて共有化するとい
った取組みは容易となると考えられる。

（2）課　題
「ハイブリッド型」では，権利・権限の考え
方を明確に打ち立てて，それを国内本社および
各海外グループ会社との間で共有化する必要が
あると考えられるが，各社の置かれている状況
においては，その考え方を打ち立てて共有化す
ることが現実的にはなかなか難しいということ
が多いと思われる。
また，その考え方を打ち立てて共有化するこ
とはできたとしても，海外グループ会社が発明
をした早期の段階で集約・分散の判断を行うに
は，発明数が多いとそれなりの人員を含めた体
制が必要になると思われるので，コストの増大
が懸念される。
次章にて，前記各類型に該当する代表的な企
業に対して，帰属・権限等に関してヒアリング
を実施したのでその実態について紹介する。

4 ．	各類型に属する特徴的な企業の実態

4．1　集 約 型

（1）集約型（通常型）
Ａ社は，グローバルに事業を展開しており，
製品輸出国190カ国以上，海外売上高比率80％
以上，海外従業員比率55％以上という典型的な
グローバル企業である。よって，研究開発もグ
ローバルに展開しており，日本を中心としなが
らも，欧州，米州，中国等に研究開発拠点を設
けている。Ａ社の製品は，いかなる研究開発拠
点による開発製品であっても，世界中に輸出さ
れるものである。したがって，発明が生まれた
研究開発拠点の国のみに特許出願されることは
稀である。世界中のどこで発明が生まれても，
原則，最終的には，特許を受ける権利が本社に
帰属・譲渡されるように，世界中のグループ会
社と契約を締結している。なお，この契約の骨
子は世界中のグループ会社間で共通であるが，
発明の種類（開発委託による発明，グループ会
社の独自の開発による発明），各国の法律等が
考慮され，詳細には異なるという。そして，そ
の特許出願等に要する経費も本社が負担する。
これにより，必要な発明が，必要な国で，確実
に特許出願されて権利化されるように本社知財
部門により管理されている。また，特許権の存
続権限やライセンス権限についても本社に集約
され，世界中で発生する知財問題に対してグル
ープの全知財力をかけて対応可能な体制が構築
されている。
このように，徹底して，権利帰属，存続権限，
ライセンス権限，経費負担等が本社に集約され
ることにより，世界共通品質の知財サポート体
制が構築され，グローバルな事業展開が知財面
からサポートされている。
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（2）集約型（ハイブリッド志向型）
Ｂ社では，グローバルに事業展開するにあた
っては，知財担当，権利，予算，情報を本社知
財部として一極集中させることがグローバル知
財マネジメントにとって望ましいと考えていた。
しかし，日本の市場が人口減少により縮小傾
向にある中，海外事業が日本事業を超える規模
に成長し，かつ多様な現地ニーズに応える必要
性が増す中，現地発の商品企画・研究開発が拡
大していった。知財部門においても，こうした
現地ニーズにも対応した知財活動が必要不可欠
となってきている。
こうした状況下で，日本の一極集中管理では，
現地ニーズを十分に吸い上げ，権利化すること
や，また最適な形で権利活用していくことは困
難になってきた。そこで，Ｂ社では，グローバ
ルに活用できる基盤技術の権利や知財情報，そ
れに基づく予算は集中管理とし，それらを担当
するグローバル知財部門と，現地で生まれた発
明は，現地の予算で出願・権利化・活用する分
散管理とし，ローカルで最適なポートフォリオ
を構築するローカル知財部門を設け，ハイブリ
ッド型の知財マネジメントを志向しはじめている。
但し，この体制を確立するためには，グロー
バル・ローカルに活用可能な権利の見極めの可
否，各国の法制，グローバル権利に関する移転
価格税制問題や，グローバル・ローカルの知財
人材育成等，多くの課題をクリアしていく必要
がある。

4．2　分 散 型

Ｃ社は，国内に年間1,000件以上を出願してい
る電気機器業界に属する企業である。国内では
本社の直属組織であって，本体及びグループ企
業の知財を統括する全社的知財組織と，研究所，
製作所，国内海外の関係企業等の各開発拠点の
知財活動を管理・運営する組織が並存する体制
を有している。しかしながら権利の存続権限や

ライセンス権限，費用負担は各拠点が有してお
り，分散型に分類される。
また，海外については欧州，米国，中国等で
事業や開発拠点を有し，各地域に本社から駐在
員を派遣し，現地拠点の知財活動を支援する体
制を有するが，海外拠点についてはグループ傘
下の子企業・関係企業は，独立した存在である
ことから，各拠点が主体的に知財権を保有し運
用する分散型の体制をとっている。

4．3　ハイブリッド型

Ｄ社は，事業規模が大きく，グローバル展開
も広く進んだ企業であり，かつては，知的財産
について企業グループ全体で管理すべく，本社
が集約的（中央集権的）に行うことが望ましい
と考えていた。しかし，企業グループ全体の知
財を全て本社が集約的に管理することが困難で
あることに気が付いた。
そこで，本社が企業グループ全体の知財管理

ルールを策定し，各グループ会社に遵守させて
いる。特にM＆Aで傘下となるグループ会社に
対しては早い段階から，企業グループ全体の知
財管理ルールを周知している。
また，企業グループ全体のポートフォリオを
管理するために，企業グループ全体の知財管理
ルールに，財産権の管理，つまり存続権限は本
社に集約させることを明記している。つまり，
グループ会社が不要と判断した財産権につい
て，本社が企業グループ全体のポートフォリオ
にとって必要な財産権であると判断した場合存
続させることとなっているが，その判断が財産
権を放棄するタイミングでよいのかという問題
がある。
Ｅ社では，本社と海外グループ会社との間で
協定が定められており，海外グループ各社にお
いて発明が生まれたときは本社との協議を義務
化し，本社側の発明者の有無に関わらず，その
発明の帰属や出願国を協議して決定することと
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している。ここで，先のＤ社と異なるのは，発
明が生まれた早期のタイミングで本社が企業グ
ループ全体のポートフォリオにとって重要な技
術か否かを判断することで，各グループ会社の
発明要否を把握し，その後の権利の帰属や管理，
グループ内への水平展開，予算管理の責任を明
確化する形でガバナンスを効かせている。

5 ．		各類型を決める際の判断材料（留
意項目）

次に，これまでのアンケート，ヒアリング結
果に基づき，国内本社と海外グループ会社の権
利帰属等の管理主体のあり方，つまり，組織，
事業形態を考慮した知財予算の管理主体を決め
る際のいくつかのポイントについて述べる。

5．1　第１国出願件数

今回の調査によると，海外グループ会社の第
１国出願件数が30件以上/年・国である企業は
全て「分散型」を採用していることが分かった。
このことは，各社様々な経緯があると思われ
るが，この規模の出願件数がある場合は，管理
工数や体制及び費用負担の観点から海外グルー
プ会社に権利，権限及びそれに伴う費用を持た
せることが効率的であると考えられる。
一方で，海外グループ会社の第１国出願件数
が10件未満/年・国である企業であっても「分
散型」を採用している企業が33％あった。
これは，国内本社に権利・権限を移す「集約

型」へ移行することにより得られる効果に対し
て，権利を国内本社へ移行するための労力が大
きいとの判断により分散されているものと考え
られる。

5．2　五極以外の第１国出願

五極（日本・欧州・米国・中国・韓国）以外
には，知的財産権を適切に活用するという意味
で，まだ環境が十分ではなく，仮に権利・権限
を国内本社に移行したとしても，各種負荷の割
に効果を得ることが困難な場合が多いと考えら
れる。
アンケート結果からも，五極以外に第１国出
願がある企業のうち，「集約型」を採用してい
る企業は25％に留まっている。
このことから，五極以外の海外グループ会社
の知財に関しては，「分散型」もしくは「ハイ
ブリッド型」の採用が効率的であるものと考え
られる。

5．3　現地特有技術の有無

現在「集約型」を採用している企業において，
海外グループ会社で発生した一部の技術に関す
る権利・権限を海外グループ会社に持たせる
「ハイブリッド型」を志向して分散型要素の取
組を検討している企業が存在していることが分
かった。
これは，現地ニーズを迅速かつ的確にとらえ

て権利を活用するために，各国において最適化
を図るべき技術，つまり現地特有技術について
は，国内本社に集約せずに，権利・権限を海外
グループ会社に残したままとするのが望ましい
と判断されるような企業や，海外グループ会社
における開発技術の全てを国内本社に集約する
ことにより，移転価格税制の懸念を含めて国内
本社における予算・費用の負荷が増大し，負荷
軽減が望まれるような企業で検討されているよ
うである。図11　各類型と第１国出願件数との関係
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ただし，「集約型」企業が「ハイブリッド型」
を志向する場合には，以下のような点に留意が
必要であると考えられる。
第一に，海外グループ会社で発生した権利に
ついて，国内本社に移転するのか，海外グルー
プ会社に残すのかの判断を適切に行うために
は，国内本社と各海外グループ会社との間で権
利情報の共有化が必要になるが，各国における
言語の相違や，技術輸出管理規定などの制約を
受ける可能性があると考えられる。
第二に，海外グループ会社に所管される権利
を適切に取得・活用するために必要な知的財産
スキルを保有する人材が海外グループ会社にて
必要となるため，国内本社からの人材派遣や海
外グループ会社における知財人員の教育を行う
必要性があると考えられる。

5．4　グローバル共通技術の有無　

現在「分散型」を採用している企業において，
海外グループ会社で発生した一部の技術に関す
る権利・権限を国内本社に集約する「ハイブリ
ッド型」を志向して集約型要素の取り込みを検
討している企業が存在していることが分かった。
これは，グローバルで共通に使用可能な技術，
つまりグローバル共通技術について，権利・権
限を海外グループ会社に分散させつつ，海外グ
ループ会社や国内本社との製品分野が重なり合
うような場合において，重複開発となるのを抑
制したい企業で検討されているようである。
ただし，「分散型」企業が「ハイブリッド型」
を志向する場合には，以下のような点に留意が
必要であると考えられる。海外グループ会社で
発生した権利について，国内本社に移転するの
か，海外グループ会社に残すのかの判断を適切
に行うためには，国内本社と各海外グループ会
社との間で権利情報の共有化が必要になるが，
各国における言語の相違や，技術輸出管理規定
などの制約を受ける可能性があると考えられる。

5．5　海外グループ会社設立の経緯

今回の調査では，焦点を当てることはしなか
ったが，関係企業の成り立ち・位置づけ・対象
市場も集約型と分散型の採否の判断には，留意
が必要である。元々同じ母体から分社化した関
係企業については，その成り立ちから集約型と
することに困難な面は少ない。反面，M&Aな
どによりグループに加わった企業は，システ
ム・風土も異なることなどにより，大きなシナ
ジー効果がなければ分散のほうが適切であろう。
また，特定のローカル市場向けの技術であれば
分散のほうが適切な権利保護・活用を図ること
ができるため，分散が適切と考えられるが，競
合が大手企業である場合は，海外グループ会社
が前面に立って争うのは困難な場合もあり，そ
の場合は国内本社がグループ全体でシナジーを
発揮して市場に切り込んでいく必要もあるであ
ろう。又，グローバル共通技術については，海
外グループ会社にて保有する状況とすることな
く，少々ハードルが高くとも，国内本社に集約
しグローバルにて活用することが望ましいと考
える。

6 ．	おわりに

開発機能を有する海外グループ会社における
権利・権限の持ち方については，集約型，分散
型，ハイブリッド型に類型化されることを述べ
てきた。
この類型については，会社規模や開発体制等

がそれぞれ異なる現状では，一概にどの類型が
適切であるかの判断は難しいところであるが，
国内本社が，目的意識を明確にし，強いリーダ
ーシップにより戦略を立てて，その体系を構築
することが必要である。
その権利・権限の持ち方が，すなわち国内本

社と海外グループ会社の知財予算のあり方を表
すものであり，各種事情（技術買収的Ｍ＆Ａや
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マーケット買収的Ｍ＆Ａ，現地生産拠点から進
化し生まれた開発機能など）等を勘案した戦略
に基づき計画的に進めることが重要なポイント
となる。
さらに，海外での開発状況の変化に対応して，
それに適した権利・権限及び予算のあり方を逐
次見直すことも必要であると考える。
本稿においては，国内外の拠点における知財
予算，権利・権限の持ち方について，処方箋を
与えるには，まだ検討が足りないと考えるが，
グローバル拠点を含む全社の知財予算，権利・
権限のあり方を見直す際の何らかのきっかけと
なれば幸いである。
本論説は，2016年度マネジメント第２委員会
第３小委員会のメンバーである，伊田厚志（小
委員長：カルソニックカンセイ），三浦孝文（小
委員長補佐：ダイキン工業），田畑周二（本田
技研工業），濱中慎治（三菱電機），中島麻友（キ
ヤノン），瀧野孝浩（NTTファシリティーズ），

田中賀郎（ウシオ電機），長尾聡（LIXIL）， 
久留真一（シスメックス），倉貫北斗（IHI），
藤原敬之（JXTGエネルギー），佐々木浩（住
友理工）によって執筆された。
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